
○大和郡山市開発指導要綱施行細則 

 

（目的） 

第１条 この細則は、大和郡山市開発指導要綱（平成２年３月大和郡山市告示第43号。以

下「要綱」という。）の施行について必要なことを定める。 

 

（審査願） 

第２条 開発者は、要綱第４条第２項に基づく審査を受けようとする場合は、審査申出書

（様式第１号）により11部提出するものとする。 

 

（審査会） 

第３条 要綱第４条第２項に規定する開発事業の審査を行う宅地開発審査会（以下「審査

会」という。）を置く。ただし、開発事業の変更等による行為については、会長判断に

より、審査会の開催によらず、他の方法により審査できるものとする。 

 

（構成） 

第４条 審査会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。ただし、次の者に事故ある

ときは、代理者の出席を認めるものとする。 

総務部長、市民生活部長、福祉健康づくり部長、産業振興部長、都市建設部長、教育

部長、上下水道部長及び都市計画課長 

２ 会長が必要と認める職にある者を臨時に加えることができる。 

 

（正副会長） 

第５条 審査会の会長は、都市建設部長とし、副会長は、都市計画課長とする。 

(1) 会長は、審査会を代表し、会務を総括するとともに会議の議長となる。 

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは職務を代理する。 

２ 審査会は、必要のつど会長が招集する。会長は、審査の結果を速やかに市長に報告し

なければならない。 

 

（事務の所管） 

第６条 審査会に属する事務は、都市建設部都市計画課が所管する。 

 

（説明会） 

第７条 開発者は、審査会の審議において開発事業計画の内容について、会長が説明を求

めたときは、審査会の場において説明しなければならない。 

 

附 則 

この細則は、平成２年５月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成２年10月１日から施行する。 



附 則 

この細則は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成12年６月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成15年11月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成16年８月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成26年４月１日から施行する。 

  附 則 

この細則は、平成30年４月１日から施行する。 

 


